
（１）   意見の募集期間　 平成 28 年 4 月 18 日 ～ 5 月 16 日 まで

（２）   意見の応募者数 名 （ 男性 2 人，女性 2 人 ）
意見数  件 

２　意見の処理状況

区分 数
Ａ
Ｂ 2
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Ｄ
Ｅ 3
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「宇都宮市公共施設等総合管理計画」（素案）に関するパブリックコメントについて

１　パブリックコメントの実施状況

4
5

（３）   提出方法の内訳

郵送 ファクシミリ Ｅメール 持参 電話 計

人数 2 1 1 　 　 4

処　理　区　分
意見の趣旨等を反映し、計画に盛り込むもの
意見の趣旨等は、計画に盛り込み済みと考えるもの
計画の参考とするもの
計画に盛り込まないもの
その他、要望・意見等

計

意見の概要 処理区分 意見に対する市の考え方

　近年，３Ｄプリンタなどの技術進展を背景
に，「ものづくり」を行う人達が集う場所づ
くりが世界的に勧められており，地域の交流
の場になると考える。
　宇都宮市は，「ものづくり」を通して，市
の活性化につながる取組が少ないと感じてい
る。
　公共施設の効率化も重要であるが，市の価
値を創出するような公共施設として，新しい
「ものづくり」の場所を検討いただきたい。

E

　本計画におきましても，環境変化や市民ニーズに対
応した公共施設等の利活用を推進することとしてお
り，公共施設の改修・建替え等の際には，必要に応じ
て，新たなニーズに対応したサービス・機能の導入な
どについて検討してまいります。
 また，「ものづくり」の場所につきましては，市民
ニーズの変化を注視するとともに，今後の取組の参考
とさせていただきます。

　今後，施設を集約化・複合化していくこと
については理解したが，利用者にとって不便
になったり，必要な施設が無くなることがな
いようにしていただきたい。

B

　施設を集約・複合化することで，市民サービスの向
上や各種地域における活動の活性化等の効果が得られ
るものと考えております。
  本計画におきましても，個別施設の集約化・複合化
等にの際には，施設利用者の利便性が向上するよう，
各施設の利用者の動向等を考慮しながら検討していく
とともに，施設の配置エリアごとに必要な機能を導入
していくこととしております。

　中心市街地の活性化に資する公共施設等の
配置を検討いただきたい。 B

　本計画におきましても，ネットワーク型コンパクト
シティ形成ビジョンにおける都市機能の配置の考え方
に基づき，市の中心部に配置・形成される都市拠点に
ついては，特に高次性・広域性を備える機能を配置す
ることとしております。

　計画に，「一条中学校用途廃止予定地の有
効活用に係る検討」とあるが，一条中の跡地
については，マンションや駐車場にするので
はなく，地域住民にとって，利便性のある施
設にしていただきたい。

E
　一条中の跡地につきましては，地域の特性や社会環
境変化等を考慮し，市民サービスの向上に資する機能
の導入などについて総合的に検討してまいります。



5

　図書館については，他の公共施設と同一に
「公共機能に加え民間機能を含めた複合化・
多機能化の可能性について考慮する」と考え
ることができない。
　地域住民の知る権利を保障する施設として
維持し，継続した管理体制が重要である。
よって，中央図書館及び市内図書館の今後の
対応方針には，
①図書館法にある特性が活かされる対応を重
視すること
②改修等に当たっては，図書館協議会を設置
し十分討議すること
③管理運営は，司書の育成の観点から，カウ
ンターも含めて，市の直営を堅持すること
以上を計画に反映することを要望する。

E

　本計画におきましては，公共建築物について，ＰＰ
Ｐ（官民が連携してサービスを提供すること）を含め
た管理運営や公共施設等への民間施設の導入等を検討
することとしております。
　指定管理者等の管理運営につきましては，「サービ
スの向上」と「コスト削減」の実現性が高く，既に制
度を導入している施設の運営が順調に進んでおり，高
い評価を得ております。
　また，民間機能を含めた複合化・多機能化につきま
しては，公共施設と民間施設とを併せて利用する需要
が見込まれ，利用者の利便性が向上する等の相乗効果
が期待されることから，図書館につきましても，指定
管理者制度の導入も含めた効果的・効率的な運営方法
や，利用者ニーズ等を考慮した機能・規模等について
総合的に検討してまいります。


